
 

平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック

塀等が倒壊し、２名の方が犠牲となる痛ましい事故が起きました。 

秦野市では、危険なブロック塀等を除去する方に補助金を交付する制度があり、

基準を満たせば、補助金の交付を受けることができます。この機会に補助制度を活

用し、危険なブロック塀等の撤去をご検討ください。 

 

１ 補助対象となる危険なブロック塀等の定義 

危険なブロック塀等とは、自己の居住のために使用している土地（以下「宅地」 

という。）の敷地面から５０センチメートル以上の高さを有する塀及び門柱で、 

コンクリート、コンクリートパネル、石材等を用いて築造したもののうち、地震 

等により倒壊するおそれのある次に掲げるものをいいます。 

(1)  ひび割れしているもの 

(2)  破損しているもの 

(3)  傾斜しているもの 

(4)  建築基準法の基準に適合しないもの 

 

２ 補助の対象 

補助対象は、宅地と接する公衆用道路との間に設けられた、危険ブロック塀等

の除去となります。 

  補助金を交付するためには、ブロック塀を撤去する前に申請が必要なため、必 

 ず撤去前に防災課までご連絡ください。（申請前にブロック塀を撤去すると補助 

対象外になります） 

 

３ 補助金の額 

補助対象費用は、危険なブロック塀等を除去するための費用のみです。 

また、補助の対象とする費用の額は、別表に定める標準額に除去する塀の面積 

を乗じた額、又は事業者による見積額のいずれか少ない額の７５％となります。 

 

別表 基準額一覧表 

 

補助対象事業 単位 標準額 備考 

危険なブロック

塀等の除去 

ブロック塀等 
１平方メートル 

（壁面の面積） 

５,０００円 基礎を残す場合 

１４,５００円 
基礎を取り壊す

場合 

門柱  １３,８００円  

５０ｃｍ以上 

裏面あり 

危険なブロック塀等除却に補助します 



 

 

※例 長さ１５ｍ 高さ１.２ｍの危険ブロック塀等を撤去する場合 

   面積：１５ｍ×１.２ｍ＝１８㎡ 

市標準額（基礎を残す場合）：１８㎡×５,０００円＝９０,０００円 

業者見積額：１５０，０００円 

→いずれか少ない額の７５％補助のため、９０,０００円を採用し 

９０,０００円×７５％＝６７,５００円 

千円未満切り捨てのため６７,０００円が補助額となります。 

※補助金の交付は１つの宅地につき１回です。 

※補助金額の上限は５０万円までです。 

 

４ 補助適応外になる場合 

(1)  秦野市道路後退用地取扱基準に基づく補助を受けた場合。 

(2)  本市からこの制度に類似する補助又は補償を受けた場合 

(3)  既存のブロック塀等を除去した後、新たに５０センチメートル以上の高さの

ブロック塀等を設置した場合 

(4)  市税等を滞納している場合 

 

参考 国土交通省よりブロック塀の点検チェックポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei 

 

問合せ先 秦野市くらし安心部防災課 

電話番号 ０４６３－８２－９６２１ 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei

